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No. 社報タイトル「不屈」は社内で

掲げる２０２２年の標語です。 

⚫ １２月１２日 

１ １１月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額 

（６月から１１月分）の納付 

⚫ 本年最後の給与の支払を受ける日の前日 

２ 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・ 

住宅借入金等特別控除申告書の提出 

 提出先…給与の支払者経由,その給与に係る所得税の納税地の所轄税務署長 

⚫ 本年最後の給与の支払をするとき 

３ 給与所得の年末調整 

⚫ 翌年１月４日 

４ １０月決算法人の確定申告〈法人税・地方法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税（法人事業所税） 

・法人住民税〉 

５ １月，４月，７月，１０月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税及び地方消費税〉 

６ 法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税及び地方消費税〉 

７ ４月決算法人の中間申告〈法人税・地方法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税〉 

（半期分） 

８ 消費税の年税額が４００万超の１月，４月，7 月決算法人の３月ごとの中間申告〈消費税及び地方 

消費税〉 

９ 消費税の年税額が４，８００万超の９月，１０月決算法人を除く法人・個人事業者の１月ごとの中間 

申告（８月決算法人は２か月分）〈消費税及び地方消費税〉 

⚫ １２月中において市町村の条例で定める日 

１０ 固定資産税（都市計画税）の第３期分の納付 

１２月の税務 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適格請求書発行事業者(インボイス制度)の登録制度について 

 

ＩＴの活用について 

 

テレワークやＷｅｂ会議等、IT の活用がより身近になってきました。当事務所でもテレワークを実施

しています。 

IT ツールに詳しい人材が自社にいないため、導入や活用は難しいと諦めているかもしれません。 

しかし、IT 活用のメリットは、SDGs のゴール 9 やゴール 13 の達成にも貢献します。 

SDGs ゴール 9（産業と技術革新の基盤をつくろう） 

・IT 活用→生産性向上とコスト削減 

SDGs ゴール 13（気候変動に具体的な対策を） 

・IT 化が進み在宅勤務が増加→通勤時に排出されるCO₂の削減、省エネの推進 

 

重要な業務は人手で行い、それ以外の業務は IT を活用するなど、効率的に進めていくことができ

ます。 

興味があるサービスを見つけたら、調べてみてはいかがでしょうか。 

菊地 祥代 

 

テレビＣM 等でご存じの方も多いと思いますが、令和 5 年 10 月 1 日 

から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。 

適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。 

ただし、適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは「課税事業者」のみです。 

また、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始される、令和 5 年 10 月 1 日から 

登録を受けようとする事業者は、 原則として、令和 5 年 3 月 31 日までに納税地を所轄 

する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。 

インボイス制度はとても複雑な制度となりますので、ご不明な点は担当者までお気軽にご相談 

ください。 

参考事項としまして、適格請求書発行事業者の登録申請書を、税務署へ提出してから登録通知までの 

期間は、約３週間から 1 ヶ月半となっているようです。(国税庁より抜粋)         飯野 維隆 

 

 

 


